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日 銀 シ ス 第 ５ ５ 号 

２０２６年６月１０日 

 

日銀ネット利用先 

日銀ネット利用金融機関等 
御中 

 

日 本 銀 行 

 

 

新たな変動利付国債の発行開始および個人向け国債の販売対象拡大に伴う 

日本銀行金融ネットワークシステムにおけるコンピュータ接続等の対象電文の追加等について 

 

 

○ 日本銀行では、財務省が予定している新たな変動利付国債（注１）の発行（２０２７年１月以降に初回発行の予定（注３））およ

び個人向け国債の販売対象拡大（注２）（２０２７年１月発行分（２０２６年１２月募集分）からの予定（注３））に向けて、シス

テム面の対応等を進めています。 

（注１）新たな変動利付国債の基本的な商品性等については、財務省ホームページ1において公表されています。 

（注２）個人向け国債の販売対象拡大に伴う新しい商品名、販売対象、制度設計等は財務省ホームページ2において公表されています。 

（注３）新たな変動利付国債の初回発行の時期と個人向け国債の販売対象拡大の時期は、財務省ホームページ3において公表されています。 

 

 
1 財務省 HPの URL＜https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/press_release/20260330.html＞ 
2 財務省 HPの URL＜https://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/plus＞ 
3 財務省 HPの URL＜https://www.mof.go.jp/jgbs/issuance_plan/fy2026/highlight251226.pdf＞ 
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○ これに伴い、日本銀行金融ネットワークシステムにおけるコンピュータ接続およびファイルアップロード・ダウンロード

機能については、２０２６年１２月７日より、（１）イ．および（２）に記載の内容に変更となります。 

── 詳細は、「２．メッセージフォーマットの仕様について」の「変更箇所一覧」をご覧ください。 

 

（１）新たな変動利付国債の発行に伴う対応 

イ．変更の概要 

 発行方法コードの追加 

・新たな変動利付国債の入札で使用する、スプレッドを入札に付す発行方法を追加します（コード値：１３、コー

ド名称：利回格差競争）。 

 受信電文の追加（国債入札実施要項通知（帳票コード：7211-00107））（注４） 

 受信電文の変更 

・「国債入札要項受信済通知（帳票コード：7211-00200）」の出力項目「応募利回」を「応募利回・利回格差」に変

更のうえ、値範囲を変更します（正の値およびゼロに加え、負の値も許容）（注５）。 

 送信電文「入札要項（業務処理区分コード：721101）」におけるエラーコードの追加およびメッセージの変更 

── 追加・変更の対象は、「２．メッセージフォーマットの仕様について」の「変更箇所一覧」項番１５をご参

照ください。 

 

（注４）新設した利回格差競争の場合にのみ出力される受信電文であり、2026 年 12 月 7日以降も、新たな変動利付国債の初回発行

までの間、当該電文は出力されません。 

（注５）新設した利回格差競争の場合、「入札要項（業務処理区分コード：721101）」の入力項目「応募価格、応募利回 または応募利

回格差」において負の値を入力可能であることから、出力項目についても同様に対応するものです。なお、本出力項目に負

の値が出力されるのは、新たな変動利付国債の初回発行以降、新たな変動利付国債にかかる入札の入札要項にて、負の応募

利回格差を入力した場合のみです。 
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ロ．受信電文の確認方法 

 今回追加となる電文（帳票コード：7211-00107）および変更となる電文（帳票コード：7211-00200）の確認を行う

場合は、サンプル用ＸＭＬファイル（「３．サンプルデータ（7211-00107、7211-00200）」のＸＭＬファイル）をご利

用ください。 

── 当該サンプル用ＸＭＬファイルは、業務データ以外の部分は省略しておりますので、ご注意ください。 

── なお、日銀ネットの「定期接続試験」において、今回追加および変更となる電文の受信確認が可能な試験環

境を提供する時期については、追ってご連絡いたします。 

 

 

（２）個人向け国債の販売対象拡大に伴う送受信電文の名称変更 

個人向け国債の販売対象拡大に備え、一部の送受信電文の名称を変更します（電文の名称変更のみ。フォーマットおよ

び出力内容は現行から不変です）。 

── 名称変更の対象は、「２．メッセージフォーマットの仕様について」の「変更箇所一覧」項番２をご参照ください。 

 

 

（３）その他 

本件に関する日銀ネット利用細則の改正については、決定次第改めてご連絡いたします。 
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（本件に関する照会先） 

○ 本件で追加および変更となる対象電文の仕様および定期接続試験に関する照会先 

日本銀行 システム情報局 業務システム開発課 日銀ネットグループ 電子メール：post.issd161@boj.or.jp 

 

○ 本件で追加および変更となる対象電文にかかる業務内容に関する照会先 

日本銀行 業務局 総務課 営業・国債業務企画グループ 電話：03-3279-1111（代表） 

 

以  上 

 


